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民主化支援と援助

l)AC（開発援助委員会） における議論から

戸増 ロ島 五建
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はじめに

対外援助における最近の顕杵な傾向は，民t

主義，人権など開発途上国における政治のあり

方が争点として浮上してきたことてあろ 日本

政府も， i毎部首相（廿時）か1991年4月に国会に

おし、て表明した対外援助I})4指針(})中て， I＿）FI発途

1:囚の民上化を配慮すべき点のひとつとして褐

げた。 また199が1”.：6月301lに1&l議決定された政

府開発援助大綱(})中にも民じ化へu)配慮か原則

のひとつとして盛り込まれに経済協力開発機

構(()ECl)）諸囚U)援助供り囚りフォ ラムであ

る開発援助委員；会 (DAC)liiI)においては，

詳しくみるように，

てしべる。

後に

この問赳は中心議題となっ

援助か外交手段のひとつであり鱒政治的色；味

を％初からもってし、たことは改めて指摘するま

てもあるよい〉対外援助の先駆者てあるアメリ

力におし＼てはその性格が特に強し、』'

治援助プログラムを実施し彎

しかし、

また進んて援助を

民主化・人権という経済政策以外の目的のため

にテコとして用いる事態は，新たな展開と言わ

なけれはならなし )3

本稿は，開発途 f：国における民主化および統

治能力の向上を目指す政治援助への DAC加盟

各国およひそのフォーラムたる DACにおける

議論，取り組みを概観，分析することを目的と

する） したかって，

一援助鴫 NGOの役割，統治機構強化など従来か

ら経済開発援助の枠内で実施されてきたプログ

ラムについては，

貧困対策援助，民間セクタ

それらが新たに民主化支援と

して再構成されたものてないかきり，

正面から取り l：げなし％

治援助に関する議論を概観し，

するとともに，

ここでは

まず DACにおける政

その背景を分析

DAC各国の政策スタンスの類

邸化を試みる 最後に，政治援助をめぐる DAC

各国(})主要な問題関心てある開発，民主化，安

全保岡(})相互連関について考察を加え，

研究のあり打を示唆したし、 a`

今後0)

(；t l) 1995年1月現在， l）ACのメンバーは令ギリ

ンヤ，アイスラント， トルコ，メキシコを除しヽ た (JECl)

加盟メン J 一ヽてある

DACにおける民じ化と援助を

めくる議論

助供り[El の大勢か， l［ I接開発途 l••LL] における政
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l)ACにおいて開発途上国の政治というファ

『アシア経済』 xxxVI3 (1995.3) 
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クターが明示的に取り上げられるようになった

のは，ここ 4~5年のことである C 1989年に採

択された DACの90年代の国際開発協力に関す

る政策文書（注いで，生産過程およひその利益の

公平な分配への民衆の広範な参加という「参加

型開発」の概念が提示されたのが起源である。

1990年に開催された DACの卜.級会合（閣僚級）

はこの政策文苫をさらに発展させ，参加型開発

をDACの優先テーマとして位猶つけた。 1991

年版の DAC議長報告は，その特集テーマとし

て参加型開発 (participatorydevelopment : PD)彎

「良い統治」，民主主義をとりあげた'it2)。1991

年12月に開かれた DAC上級会合はさらに一歩

進んで．自由選挙を実施する等，民主化が進ん

だとみなすことのできる開発途上国に DAC諸

国は援助を優先させることをうたった-

こうした一連の政策表明をうけて， DACで

は， 1992年 5月に参加型開発・良い統治を 2日

間にわたって集中的に討議，今後も定期的に

(I年に 1回程度）この分野での情報交換を進め

ていくことで合意した。そして DACの中では書

援助評価専門家会合が中心的な役割を担うこと

が決められた国：i)。また，あわせて特定の民主

化に関するテーマに関して 1年に 2~3回ワ

クショップが開催されることになった。こう

して始められた作業をうけて， 1993年12月(.))

DAC上級会合は，参加型開発と良い統治に関す

るアド・ホック作業グループの設席を決定した

1. 民主化と援助の論議における DACの特

質

DACの動きは． もとより加盟国の動向をう

けたものであり，この点については後述する。

ここで注目したいのは， DACにおけるアプロー

チの特質である。他の国際援助機関と比較して．

DACには政治援助を扱う上でどのような特徴

があるのだろうか。

援助は，公式には主権国家間の関係である。開

発途上国の政治・統治については内政不f渉の

立場から発耳しないとの考えが援助供与国では

一般になされている。それゆえ．二国間・多国間

援助機関においては，政治的目標を掲げた援助

に対して戸惑いがみられるのは否定できない。

これはこの種の援助を表わす言葉の使用法にお

いて最もはっきりと現われるのであり，それに

よって各援助機関の特徴をとらえることがてき

る。

DACにおいては，昔初は参加型開発の名 0)

Fて，公共h政，民主主義，人権か扱われてい

た⑪ 4）。この用語法は， 1992年5月19Hに採択

された OECI)閣僚理事会コミュニケにおいて

も踏襲されている。ところがその後は，経済的

な開発過程への民衆の一層の参加という開発理

論(/)最近の動向のひとつてある参加型開発と，

民主主義・公共行政・人権などを指す概念として

の 1良い統治」 (goodgovernance :（記） （it 5)との

2つにわけて議論する傾向がでてきている⑪ 6)0

吋初 DACでは，政治援助を従来の開発間題

の枠組（参加型開発）の中におさえようとしてい

た。これは，開発途上国の内政にはできるだけ立

ち人らないようにすると(/)従来からの原則的立

場によると考えられる。また主にエコノミスト

から成る事務局による間漣認識にもよろう 3

しかしなから，他の国際援助機関と比べると，

DACには，規約上の制約もなく（この点につい

ては後述），正lhiから政治援助に関する諸問題を

議論できる態勢にある。

2 参加型開発・良い統冶の概念

一体，参加型開発，良い統治といわれるも 0)
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は何を意味するのであろうか。 DACにおける

議論においては，以下の諸要素が考慮されてい

る（注 7)。

(1) 参加型開発：生産過程への民衆の広範な

参加，経済成長の成果の一層公平な分配，甚本

的サーウィス（教育，医療など）の広範な普及，

民間セクター (NGO,中小企業なと）の促進，9

(2) 良い統治：法治国家の徹底（すべての者

に開かれた裁判制度），透明性（情報公開など）．

明確な責任の所在 (accountability)，民主政治

（制度．政治文化），人権の尊咀，マス・メディア

の独立，不正収賄行為の取締，過剰な軍事支出

を行なわないことし

DACメンバーの間ではこれらの要素につい

てコンセンサスがみられるものの， ＾部独自の

見方も残っている，：，しかし DACにおいては，

用語法にこだわるよりも内容の議論を進める方

が重要との判断から，あえてこれ以上の精緻な

理論化の試みはなされていない。

特に注意を要するのは良い統治である。世界

銀行ては，そもそも規約上の問題のために政治

的な含意（開発途上国への内政十渉）を排除する

ためにこの用語か採用された経緯がある。これ

に対して DACU)用語法においては，民主主義

などまさに政治的要素が含意されているのであ

る。この点に関して注意すへきは， 一部の開発

途上国指導者（特にアシア）および援助国にお

いては，西洋的な文化的背景をもつ民主主義概

念を嫌い，民主政治を援助のコンティショナリ

ティとする援助国の傾向に反対するために，良

い統治（その実現のためには民主主義は知期的には

必すしも必要てないとする）の概念を用いている

ことてある（注8)（，これに対し DACにおいては，

当初から民主政治は良い統治の不可欠な構成要

54 

素として考えられている 3

3. DACにおける政策決定

なぜ，またどのようにして DACにおいて政

治援助をめくる議論か展閲されたのであろう

か。もとより DACにおける議論・合意の影響

力については，それを国際レジームのひとつ

として重視する者からそれを否定する者まてあ

り．議論が分かれている（注 9）。そして政治援助

については． DACとしての取り組みも新しく．

DACのこの問題に関する影響力を分析するに

は時期尚早である。ここては DACにおいてい

かなる過程て政治援助が議論されるようになっ

たのかを理解するのに必要な限りで． DACに

おける意思決定システムを概観．分折してみた

しヽ。

11I DACO)組織機構（図 l参照）

DACは1960年に設立された開発援助グルー

プ(DAG)に端を発する。 1961年に OECDが発

足するとともに．その下部機関として DACが

成立した。 DACは．アメリカの主導の下に，

主に開発途 l：国への援助星の増加をはかるとと

もに，援助の質を高めるための相互監視機関と

してその役割が定められた。

現在 DACは． OECDの他の分野と同様． メ

ンバ一国政府 (EUは欧州委員会によって代表）

代表から成る委員会（開発援助委員会。一般に

DACと呼ばれるが．事務局をも含めて DACと呼

ばれることか多いので．本稿においても特に断 I)

がない限りかかる意味において解している）とそ

の活動を補佐する事務局（開発協力局）から成

っている。 OECいの一部として， OECD閣僚理

事会を頂点とする OECDの意思決定システム

に従うが， DACそれ白体の意思決定システム

は次のとおりである。
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図 1 DACの組織機構

0 EC D 

閣僚理事会

理事会

ロ［ロ
開発援助委員会

議長

， 上級会合

：上級実務者会合

一穀会合
l 

・資金面作業部会

・統計作業部会 し――_________j 

・援助評価専門家会合

・ 「開発と女性」専門家会合

・開発援助と環境作業部会

（出所） 筆者作成。

開発援助委員会は，最高意思決定機関として

年に 1度開催される上級会合（閣僚級，担当大

臣かいない国は事務当局の最高責任者が代表），年

に数回開かれる上級実務者会合，各国 OECD

代表部の DAC担当者（各代表部とも次席級力多

い）による一般会合から成る。専門的な問題に

関しては，統計，評価，資金フロー，環境，ジ

ェンダー (WID)などに関して下部委員会が設け

られている。すでに述べたように，政治援助は

当初，こうした下部委員会のひとつである援助

評価専門家会合において扱われることか上級会

合において決定されたのである。

一方事務局には，事務総長の下に開発セン

ターと開発協力局がある。後者は局長，次長お

よび統計報告，援助政策審在．資金・民間セク

ター，経済・環境，援助管理，の 5つの課から

成っている。これらの課か，開発援助委員会

(DAC)のさまざまな活動を補佐するようになっ

三

開発協力局

局長

援助政策審査課/
／往計報告課／資金・民間セ

クター課／経済・環境課

•三

ている。政治援助の場合には，課としては評価

や参加型開発を従来から担当してきた援助管理

課が担当し，援助政策審在課が各国援助政策審

在の際にとりあける形で二次的に関与した。

(2) 政治援助と DAC

政治援助か DACにおいて議題として取り上

げられ， DACが組織として対応した過程に関

しては，以下の詰点が指摘てきる。

(i) DACとして政治援助を取り上げるこ

とに関しては加盟国から強い反対はなく，その

意味てコンセンサスがみられた。

(ii) しかしアメリカが終始一貫して主導的

な役割を果たした。この点はアメリカの対外援

助政策の最近の展開からして理解てきる U)であ

り，その点については以下別に述べる。

(iii) DAC事務局は，当初は従来からの参

叫型開発の枠内で新たに浮上した政治援助を処

岬しようとし，特別の組織変吏等を行なうこと
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に消極的姿勢をホした～

(iv) 援助と開発途 t：国における民主t義の

結びつきについては， DACの最高意思決定機関

てある上級会合で再三確誌されたたけてなく．

OECD閣僚理事会においても確誌された。

(:3) アメリカと政治援助

DACは先に述べたように加盟国のコンセン

サスによって運営されている。そのことは一面

では小国の発占権を保障することにつながるか，

大国0)主導権を必すしも排除するも U)てはない-

コンセンサスのルールの下では疇小国は意思決

定を妨ける力を{iしているかゆえに，多数決

ルールにおけるよりも責任を自此せさろをえな

いからである。政治援助が， DACにおしヽ て1990

年代の初めに，アメリカのイニシアティヴu)下

て， i義題として取り 1：げられたりは，同し時期

に政治援助を止面から打ち出してきていたアメ

リカの援助政策の動向と密接な関連をもってい

る。

アメリカがなぜ政治援助に積極的である 0)か

は，アメリカの対外援助(/)判初よりの歴史、ラ

テン・アメリカをはじめとする地域て(})民主化

支援プログラム実施の経験，および最近の対外

政策の動向によって理解することかてきるり

アメリカの対外援助の端緒は，ヨーロ・Jハ諸

国への第二次1止界大戦後のマーシャル・プラン

てある。その後トルーマン大統領の提附したポ

イント・フォーは今日のアメリカの途［山に対

する開発援助0)先駆けとなった，，ケネディ政権

が打ち出した「進歩のための同盟」は．今日に

おいてもアメリカの対外援助政策を規定してい

る1961年の対外援助法の直接0)起源となった

その第 6収は，民i：的制度建設を目的(})ひとつ

として掲けている, 1967年に61年対外援助法に

ぅ6

加えられた第 9章ては'-民主的な民間およひ

地方政府機関を堤励することを通して，開発途

上国を経済発展の作業に最大限参加させること

を保障することを重視する」べきことか定め

られている J この規定にそって，国際開発庁

(AID)においては，労働組合，民間団体 (!¥GO),

民間企業支援U)さまざまなプロクラムか考案さ

れたげ1(11,

1970年代に入ると，ベトナム戦争後の外交り）

道義化i))動きのなかて，議会によって一連U)人

権規定か対外援助の分野でも設けられることに

なった，、経済開発援助につし心ては， 1975年()),

61年対外援助法第116項修正条項（ハーキン修正

条項）か，経済援助に人権尊直を条件つけるこ

とを義務つけている。また軍事援助（アメリカ

じ）対外援助f算0)大きな柱のひとつてある経済支

援枯金:EsF:も含む）については， 1978年の， 61

年対外援助法第502B瑣修正条項において，人

権侵害かみられる国への援助か禁止されている)

また， 1978年の対外援助法第116項 (e)によっ

て，人権尊重をはかるためのプログラムを実施

する f算L]）衷つけができた 3 1984年には，こ

れにもとつく「ii]法行政」 (Administration of 

Justice)プログラムかエルサルノ、トルて始まり，

ラテン・アメリカ全七て展開されることになっ

た（北11,' 民七化支援プログラムも， 1989斗当時

の All）アシア・中近束局が，「開かれた市場，

間かれた社会」プログラムを策定したのをばし

め， 90年の中・東欧局ての多元的民七七義イニ

シアティウ，そして91年初めのアジア民:!:j:義

プログラムか策定された 同時に、アフリカ屈

は，対象l目を15カ国選ひ，プログラムの液定を

開始した。

199()年に発表された AIDU)「民七主衣イニシ
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アティヴ」と題する政策は， こうした一連の作

業をうけて行なわれた，3 ひきつついて1991年11

月に AIDは「民主主義と統治ーと題する基本的

政策文書を発表するにいたったのである 'Itl2,こ

アメリカが民主主義推進を1990年代に人って

対開発途上国外交において中心に据えてきたこ

とも重要である。その背景には以下の理由かあ

ったと考えられる。第 1lこ，レーカン、ブ、／シュ

共和党政権の―小さな政府ー「民間行本重視」とい

った新保守主義の公共イデオロギーは，開発途

上国に適用されるとき，市場経済・民主主義を

支持するという方向性を本来もっていだ

実際， AII)での一連の民主化イニシアティウも，

予算上は、民間企業局において壮上されていた

第 2に，たしかにラテン・アメリカに対して，レ

ーカン政権当初は，カークパトリックら政府内

タカ派の掲けた権威主義的政権支持政策か打力

であった，しかし， これら諸国におしごて民主化

への動きが顕在化するにつれて，同地域て秩序

を維持するというアメリカの従来から U)日標を

達成するためには，むしろ民主化を支持する方

がよいとのリベラル派の立場か政権内て優位を

占めるようになってきたく、第 3に囀そもそもレー

ガン政権は，その発足廿初から、ソ連とり）イテ

オロキー説争を意識しており， この分野ては、

ソ連に遅れをとっているとの認識かあったとしふ

われる。そのために，レーカン大統領は1982年

にしヽわゆる「プロシェクト・民tt義」 (The、Pro

JeCt Democracy Initiative)を提唱，世界に民主主

義の価仙を普及させるための新たな磯閃0)設罰

か検，；寸されたいこU)試みは，政1付と戒会の間U)恥

けりIさの結丸戒会側の i:i}kしてしゾ：ltlと民i:

i：^｝返l!オf-11(National Endowment for Democracy 

NE!)）の設i府とし 1う形て具体化されたいiliI i 

研究ノート

（注 ll 090年代開発協力に関する政策文占4 i])月ば

ふ外務省経済協力局編 9わか国の政府開発援助 19!:!2 

年版： 1992年．に収録されてtiるJ

直 21 りECl)．Dml(）pnl(←'HI(，呵()・opt'9'11{IOn,• EIJI)rta、
(．l }／（J F(Jim心／）ftlit•M< mho•‘’U/. tiIt D€ l~“0/）加91f

A、、¥lst(IH(‘9'cmmnittバ{Paris, 1()9 l) 

i」.3l 援助評価専門家会合については，増島建

「DACにおける評価システム」（行政管坪研究センター共

日研究 10DA の評価ンステムー—理論と国際比較

199:l年）を参照されたい

(it. 4) （）ECI), 1)t1'tl(）P切りlt(,、｛！-opt'ratl(）}l.．

（注 5) guod governance U)成としては。「適正な統

合かふさわしし)と思われるが， ODA白胄等によって

すてに良い統治」か普及してしるのもここてはそれ

に従うことにする

（汁 6) たたし，こJ)並行的用点法（略して PDGGJ 

につし jてI)At‘ メン Iヽ 一の間で一致かみられるわけては

なし• あくまて事務局による便宜的な用点法てあること

に汁意すろ必要かある 本稿はこ U)用語法にしたかえは

9•G( ;’̀  1こ焦点を合わせてし 9る,.

{ ;J:: 7) ()EC[), I)€l t'lopかりilC( ) •OP(,mtu)rI 

(i上8) 民 iI義に代わる概念として r良い統治 を

提II廿しだシンカポール政策研究所所lし厄駐米大使：、ミ

. I、ンーヒー・コー (TommyThong-Bf'e Kohl J)論

況を参照されたし， lIlit9.91(IIimml HfraId'[ni)IIfl(， 

May t;，1 993 

(49） 開発援助の分野て応J)ifぢ規範（レン

]、)(j）（f{！を認め， I）紅にその怜罪的役割を与える齢

近の研究として亀 DavidHalloran Lumsdaine. ;'vloml 

¥'1さ19)11 1 }i fIIh nIIIlumal k!liti（ヽ 9， Tlul→ヽ（）、／ ：1 I(1 

I心ビげ／i9, I()Il) I（応＇（.1(Princeton: Princeton l'niver-

臼 tyPre~s. 199:llかある

ぃil(）） 対外援助法第 9汽J)意義は，経済発展から日

動的に政治発展か導かれるとの桔えを否定したことにあ

る 制定直後に，従来経済発展をll椋に政府部門の強化

を11.f廿し 9‘:し心アメリカリ）技術協力は，新たに立法府支

尻へ辺取り組みを開始した しかしそり後1960年代を通

して， t に甜園賄'•]な即由（人材(/)欠如なと）により，第

9草は1t‘j:t'lif iされす.7(）年代には，ヘーシ J ク・ヒ

マン・ニース (Bl[N)に屯点か移り，第り位におし;

てみられた白動的政治発展J)どえ｝）は AII)にわしパご影

か油：なった 19801「代レーカン政権u)l‘^てJ入第 9t;f 

し）出活l'l化につしパてli後述ずる 以 l:U)，心むこつし 9ては`
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OECD、Developmentand Democracy: Aid Policies zn 

Latin Amen切 (Paris,1992)を参照しな

（注11) Joan !VI. Nelson and Stephanie Eglinton 

J.. Encouraging Democracy: What RoleんrCondi-

tionned Aid.00verseas Development Council Policy 

Essay no. 4 (Washington, D. C.: ODC, 1992)/•叫

淳司―政府開発援助と人権保障のリンケーシをめくる法

的問題点 米国の人権外交を中心に j 「国際間発

研究』第 2巻第 2号 1993年 2月） ／fi賀貞紺げメリ

カの人権外交 H本国際問題研究所 1993年／Katarina

Tomasevski. De1•elopmenl and Human R~!{hlゞ

(London: Pinter, 1988) （宮崎繁樹・久保田洋監訳開

発援助と人権：国際書院 1992年）を参照っ

（注12) US., All)雷 ‘‘Democracyand Governance." 

Washington. D. C.. 1991 

（注13) Jerrold D. Green, "USAID's Democratic 

Pluralism Initiative: Pragmatism or Altruism?" 

Ethics and Jntenwtiowzl A;}i1ir.ヽ,vol.:i, 1り91.

（注14) Thomas Carothers, In the Name of Demo-

(•ra(‘\' .• (「Sl知＇（り '!ou,ardIJltm A 9neru•(I III th£, Rc(/• 

gan Vea rs (Berkeley : University of CalifりrniaPr-

ess, 1991) 

II 民主化と援助のリンケージの背骰

援助国・国際機関が，急速に開発途上国の政

治への関心を高めているのはいかなる要因によ

るのであろうか。「第三0)波」ほ l）といわれる

1970年代半ばから90年代初めにかけての開発途

上国における一連の民主化の中身u)分析には立

ち人ることなく，援助供与側の態度に影響を与

えたと考えられる要因を若察してみたい。

1. 開発途上国における要因

第 1に挙げなければならないのは，開発途t

国自身において複数政党制の導人や自由選挙の

実施等民主化に向けての進展が近年軒しいこと

てある (ii2)。その結果，民i：化支援を 1用発途上

国側が先進諸国に要請することか珍しくない事
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態が生じた。開発途上国への政治的援助に慎璽

であった（アメリカはこの点で例外的） DAC諸国

は，新たな対応を迫られることになったのであ

る 同時に，いったん民主化支援に乗り出せは，

政策の一貫性の観点から，他の事例に対しても

同様の態度をとることが求められるようになる。

第2に，冷戦の終結によって，地政学的祖要

性という援助供与国に対する交渉材料の有効性

がなくなったことから，援助の滅少に対して開

発途上国の指導者は危機感を強めている。サハ

ラ以南アフリカ諸国などぱ忘れられた存在にな

るU)ではないかとの深刻な懸念か部でもたれ

ている国3）。こうした先進諸国と開発途上国の

劇的な力関係の変化のFては，開発途上国の非

民主主義的な政権は，民主化をするか忘却され

るかU)選択を迫られることになったといえよう

（東西対立の文脈とは別に戦略的・経済的に重要な

位置をしめる中国など一部の開発途上国はそれほ

ど深刻なジレンマには直面していないことは事実

である）。従来であれば内政干渉として拒否した

であろう類の構造調整，民主化，人権といった

テーマについて，多くの開発途上国が，先進諸

国U)援助関係者が驚くほど柔軟に対話に応じて

きているのは， こうした開発途上国側の危機感

の現われといえよう。

民主化に関する開発途上国の柔軟な姿勢は，

いくつかの開発途上国間の地域協力機構におい

てもうちだされており注目される，なかでも，

1990年 7月にエチオピアのアジス・アベバて開

催されたアフリカ統一機構 (OAU)第26回首脳

会談は，アフリカでの民t化促進を‘ft言して注

目された。

2. 援助供与側内部における要因

(l J 援助供与国
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DAC加盟諸国における要因としては，以下

の 3つが考えられる。

第 1に， OECD諸国による東欧・旧ソ連への

支援か本格化する中で，これら諸国に対しては

民上主義・人権などの付帯条件を課す•方て，

途上国に対しても同様の政策をとらなければ，

政策の一貫性に欠けるとの認識がOECD各国政

府関係者の間で強まっていることが挙けられる。

特にヨーロッパにおしヽてこうした考え方は1釦％

OECD諸国の国内世論の動向も重要である。

OECD各国における経済成長が停滞するなかで

は， ODAの増加をはかることはどの国におい

ても困難な状況にある。しかも，援助の実効性

への疑間からくる「援助疲れ」か多くの DAC

諸国において机論に影響を与えてきている。こ

うした状況の下では. OECD諸国において世論

が対外援助に対して好意的でないのは，驚くに

値しない。そうしたなかて．民キt義・人権の

テーマは，国内世論を動員し，対外援助の正当

性を閻めるのに効果的であるとの認識が DAC

各山におし＼て広まっている。こ J)点でふ社会

主義の失墜によって市場経済モデルが唯一0)ll:

昔な体制として評価されるようになったことか

重要である。

さらに援助Iil係者にとって切実な要因iふ開

発途上国の発展が停滞するなかで，援助が効率

的にその開発目標を達成するためには，開発途

上国の政治が改善されなければならなtsとの認

識が強まったことであろう，：＇

(2) 国際機関

柑銀， l:¥1Fにおいては，経済開発に値接I!l

係がある限りとの限定的な態度ではあるが，次

第に開発途上国の政治への関心を高めてきてい

るけい。その背以としては， t要な出責国てあ

" "’'"’’’’’’•• ’’•9,'’"’, ., 9・ •'’’'9,..,..,,..‘’"‘’’"’’,.,9, .'’'"'’• 9’’. ．,’’’’"＇’’·研究ノート・'’’,．，9• •‘’‘•9,’’•9,..,9,.’’’‘.,9•’‘’’’’...,.., 9, 

るDAC諸国のすでにふれた新たな動向がある

が，他に次のような技術的な理由が考えられる—

すなわち，構造調整融資を実施する中で，開発

途上国における政治的文脈を考慮にいれなけれ

ば，望ましい経済・社会政策が効率的に遂行さ

れないとの認識である。特に．多くの開発途．l：

国においては，政府機構および司法制度の不備

が（特に人的資源の不足），先進諸国からの資金

U)流人および経済発展が進まない原因としてし

はしば指摘されている。

世銀の具1本的な政策としては以下の点に注意

する必要かあろう。世銀においては規約上融資

対象国の内政に関与することが認められていな

い。そのアプローチは「良い統治」を中心とす

る行政的なものになっている-しかし'_良い

統治 1 が結果として民主的政治をもたらすであ

ろうとの暗黙の仮定がなされている（注 5)。実際

にも．カウンターペート・ファントの運用にお

いて．現地政府との合意の下てその使用を民主

主義建設に限定することがなされている（たと

えばエルサルベドル）ことが注目される。また世

銀理巾会においてアメリカが世銀融資に政治的

条件をつけることもある（注 6)0 

国際金融機関の動向におし心重要であると思

われるのは，欧州復輿開発銀行 (EHRD)てある．，

同行の設立規約には，民主主義が融資の条件と

して明出されており， この、点で世銀， IMFと

は異なっている,, DAC諸国の中には，同様(})

規定を世銀， IMFにも広げるべきたと主張す

る国もある。

国際機関U)中で最も具体的な民主化支援プロ

グラムに関わっているのは国連開発計画 (UNDPJ

である。 1991年から刊行を開始した『人間開発

報告： iHunlIIn D9’/'elopmrnt lく(Por1）しよ、 表現(1)
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自由など人権も発展指標の中に取り入れ，注目

された。また民主化を進めつつある国に対して

は，選挙監視，人権擁護，その他広範にわたる

技術協力を行なっており，政治的領域への進出

が際だっている。ただし，これら U)プログラム

はすべて開発途上国政府の同意0)もとに実施さ

れており， UNDP自体は開発途上国政府と U)関

係においてきわめで慎重な態度をとっている。

(3) 援助国協議機関

援助国の協議機関は， DACに限らないへ特に、

ヨーロッパ諸国は近年開発援助政策を地域機構

において協議，調整することか多くなってきて

いかこれら諸国の政治援助，政治的コンティ

ショナリティに対する態度は，多分にヨーロ・J

パ連合 (EU)や北欧会議 (NordicCouncillでの議

論，イニシアティウに左右されている，_

EUは独自の援助プログラムをもち（特にロ

メ協定）， EU委員会ては第 8総局か開発協力を

担当している lit.7しそして開発大臣から成る

EU理事会て各国の政策の調整かなされる什組

になって t)る。マーストリヒト協定におしこて，

開発協力が多数決制を導人する分野のひとつと

して合意されたことから今後理事会を中心と

した政策調整は従来よりは一れ1積極化すること

になろう（注8}。

民主化を開発途L国への援助の条件とする Jj

向は， 1991年11月28日リ） 1人権，民主主義や Ijtl

発に関する EC理事会決議」て打ち出された r

l口］決議は，人権および民主主義の普遍性を確認

するとともに，この分野でHij進したI}tl発途l．．囚

に対しては援助の増加を，反対に人権抑圧や民

i:政治からの逸脱か片：しし斗月に対しては援助U)

打ち切りを含めた措置を衿砲することをうたし;`

援助と開発途上1月の政治状況をはっきりと糾ひ
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つける方向を打ち出した 2 このような Eじの政

策は，束欧への政策との一貫性の模索， さらに

根本的には， Eじ自体が民主主義を加盟の要件

としていることにみられるように EUのアイデ

ンティティの発現と考えられる-現在アフリカ

・カリプ・太平洋 (ACP)諸国との間て進められ

ている第4次ロメ協定改定交渉において，］民主

化条項ーがEじ側より打ち出されており注目さ

れる ':i9)て，

北欧 5カ国から成る北欧会議は｀ 1990年 9月

10~11日にノルウェーのムルデて開かれた開発

協力閣僚会議のコミュニケて初めてこの問題へ

の共通の態度を明確にしたe このコミュニケは，

開発，民上t義人権の間の緊密な相互関係を

確認した上で，北欧諸国として，今後開発途上

国とり対話て， この間題を積極的に取り上けて

いく方針を打ち出した。北欧諸国は｀実際に世

銀主催の援助国会議 (CG)などにおいても， EC

と異なり号相万に意見調整を活発に行なって 9)

る(/)て，援助国協調の例として北欧会議は爪要

であるい

: 1i NGO 

開発途上国への援助供与のt体は，国家や国

際機関たけてなく民間り）援助団体も近年大きな

役割を果たすようになってきて tゾいこれらの

非政府組織 (NG(）)は，それ自体のもつ援助プロ

グラムi))内容や枇論形成において果たす役胄ll(/）

故に｀援助と民主化の結ひつきを者える上て無

視てきない{f在てある

NG(）には，脱国家的団体として国際的なネ

‘J トワークをもって L'るものもある。そのなか

て開発途 l一止lの民主化に特に大きな役割を果た

して tIるi))は，人権擁護同体のアムネスティ・

ィンターナショナルてある 0 地域レヘルで人権
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監視にあたっている NGOもある。最近の民主

化の動きにともなって，自由選挙実施を援助す

るNGOも特に中南米において活動している。

先進諸国内においては，政党や労働組合の役

割が甫要である。後に述べるように，アメリカ

やドイツでは，政党，労働組合系の財団が開発

途上国の民主化支援において一定の役割を果た

している。選挙監視においては，アメリカの選

挙制度国際財団，アフロ・アメリカン・インス

ティテュート等の NGOが知られている。イギ

リスでは，ウェストミンスター基金が民主化支

援で中心的役割を果たしている。

（5) 援助供与側・受入側間の協議機関

援助国・開発途t且l両者が公式に協議する場

としては，世銀t催の援助国会議と UNDP:t:催

のラウント・テーブルが近年注目を浴びるよう

になってきた。これらは，いずれも特定の被援

助国を対象に，関係援助国が集まり，当該国の

開発問題，対外支援を議論するのであるが，最

近はその国の政治状況についても討議されるよ

うになってきた，a

地域レヘルては，中米における「民主主義、：：

開発のためのパートナーシップ」 (PDD)が，先

進諸国と開発途t国の間て民主化の問題を議論

する場として挙げられる。 PDDは，アメリカ

をはじめとする22の OECD諸国，中米 7カ国，

ラテン・アメリカ 3カ国（メキシコ，コロンヒ

ア，ヴェネズエラ），それに国際機関から成り｀

1991年 4月に公式に発足した。民主主義体制確

立を中米諸国か替い，近隣諸国および関係先進

諸国がこのプロセスを支援していくためのフォ

ーラムとしてできたために， PDDにおいては民

主主義は当然のことながら中心テーマとなって

いる。また米州機構 (OAS)においても， 1991年

』ヽ冒’』』 9 』、』』 '”‘~‘`9,9,d' 』‘・”.，．‘”"‘,.”‘しべ',..,..’‘＾ヽ．．．．．‘｀｀9•••9’"”· 研究ノート｀‘’’"心"..’’"‘‘’”‘‘‘’’"•••O‘',．し．．．．．い、9

6月の総会において，―サンティアコ宣日」（正

式には，民主主義およひ米州体制の再生に向けて

のサンティアゴの臀約）を採択，民主主義，人

権の尊重，貿易•投資の自由を OAS の原則と

した。

アフリカにおいては｀「アフリカのための地

球連合」 (GCA)が1991年 9月の諮問委員会にお

いて｀先進諸国とアフリカ諸国が民t化の展望

を議論し注目された（汁］0）。 GCAはまた国連，

日本政府と共催て'1993年に東京アフリカ開発会

議 (TICAD)を開催，アフリカ問題を世界のアジ

ェンダにのせるとともに，民主化を含めた良い

統治の菫要性を再確認した。

またかつての植民地のつなかりを基盤にした

組織としてコモンウェルス， フランス語圏会議

かあるが．いずれにおし己てもここ 2~3年開発

途上国における民主化の問題が取り上げられて

し)る o

（注 1) Samuel P. Huntington, The Third Waue: 

Democratization in the L叫 Twentieth Centu,y 

(Norman: University of Oklahoma Press, 1991). 

(；j:2） ハンティントンは、 11権威主義体制の正統性

開題g :2}急速な経済発展とそれに11'う社会変動， 131カト

1),9ク教会の役割，（4)主要国（アメリカ． IHソ連， ョー

口 Jハ諸国）の役割，を第辺波J)原因として挙げてい

る, Ibid., pp, 45-46 

（注3) 冷戦終結後の相万依存経済における開発途ト

国の世界での位置については， ュヌーヴェル・オプセル

ヴァトゾール』誌が，ジャン・クリストフ・リュファン

¥]Pan-Christophe Rufin)とホ！レヘ・カスタネダ(Jorge

Castaneda)の間の論争形式の輿味深い出市を掲載して

し｝る IL{,N(II{t,eI Obsertil[（／11, 612 1応 rier1992)。冶

戦後0世界において第三Iit弄は逆にそJ)が安定性のゆえ

；こ先進諸国を脅迫できると後者は述へているが， 1992年

9月メキシコ・シティーての筆者との会話において曹基

本的に 1よリュファンと同様に悲観的な見方をしていると

語った，

（注 4) Y ohan Ariffin, "Developpement et demo-

6I 
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cratie: Ajustement macroeconomique et transfor-

mations micropolitiques," Le Tri>}恥 Iredl(MIn-1（!I, 

no. 17, ler trimestre 1992/:'v1ichel Lelart, "Le Fonds 

monetaire international et la democratie," Le 

Tri’"rs/r('（ll(M(）1』 ,no.17, !er trimestre 1992 / 

Manuela Tortora. "Governance: une nouvelle 

dimension de la cooperation financiere interna-

tionale," Le Trimestrc du Atonde. no. 17, !er 

trimestre 1992 

(it5) これは枇銀において「良い統治」作業グルー

プ国が世銀 •DAC セミナーにおいて筆者の質問への

答えの中て述へたもの。国際金融機関における良い統治

の概念については大芝ダし「国際組織の政治紆済学量 fi斐

湘J 1994年第3章を参照されたい

信 6) 198:i年チリヘの枇銀(/)磯柑決定にあたってア

メリカは，チリ政府による戒厳令解除を条件とするよう

t張，即事会て事実LO)拒否権の発動をほ0)めかしたと

されるc Paul E. Sigmund, The United Statい (iml

/Jemocmcy in Clzi/c {Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 199:l), p. 151. 

（汁 7) マグレフ諸国への援助は第 1総局が担"iして

しヽる。

（注 8) たたし「補完竹」 (subsidiarity)の原則の観

，点から，加盟各国か独自の援助政策を引き続き実施する

U)は杵然のこととされてし必る。

（注 9) 第4次ロメ協定の改定れ案は以下に紹介され

てしヽる。 Marches tropicaza, no. 2999, 10 decembre 

199.'l 

(it10) GCAは，アフリカ諸田と先進者国の間てJ)

11'.:iいレヘル（九首， llil僚級）での新たなハートナーシノ

プをめさす対話と思考のフォーラムとして誕生した。マ

ーストリヒト国際アフリカ会議が設立を捉，iし，マクナ

マラ（几世銀総裁），プロンク（オランタ協力相）．マン

ール（ホツワナ大統領） 3氏がイニシアティヴをとり．

1990年7月アシスアヘハ， 91年6月J)アフシャで(})アフ

リカ統一機構(OAU)の首脳会議で設立が承認された。

III DAC諸国の政策スタンス

るのかを検討することによって， DACでの議

論の背J，;｛を考えたい。ここでは，以下のように

2つの政策プログラム上の基準に基づいて類型

化を試みることにしたい-

民主化を促進するために開発援助をとのよう

に使うかについての各援助国の態度は，（l）開発

途上国の民主化を促進するための具体的なプ

ログラムをもっているか否か，（2）開発援助の配

分に民tt義や人権の基準を取り人れているか

（政治的コンティショナリティ）．の 2つの基準

によって大きくわけることができる。現在 DAC

諸国は，フログラムもコンティショナリティも

ある国と，プログラムもコンディショナリティ

もない国，の 2つに分かれる。さらに，このう

ち前者の仕l々も，コンディショナリティと援助

プログラムのそれぞれの内容において違いがみ

られるのであり．以下この 2つの構成要素に注

意しつつ分析を進めたい。

まず DAC諸国の中で民主化のために開発援

助を利用することに最も泊極的な態度をとって

いる国からみてみよう。オーストラリア．ニ

ュージーランド，スペイン、ポルトガルは援助

プログラムはほとんどが弔実上貿易目的てあっ

て，もともと参加型援助にはあまり馴染みがな

い。オーストラリアは．パプア・ニューギニア

において腎察官の養成なと政治的な内容0)援助

も実施している。しかし，間発途上国の民七化

自体についてはプログラムは一切なく，また政

治的コンディショナリティについてはきわめて

消極的態度をとっている

次に DACo)多数派を構成している政治援助

に積極的な諸国を検，；寸してみる。ますコンディ

1．類型 ショナリティについては，以下に具体的にみる

次に主要援助国がどのような政策をとってし） ように．アメリカが法律上の規制によって援助
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と開発途上国の政治・人権状況とを明示的にリ

ンクさせているのをはじめ，開発途上国との政

策対話での態度および開発途上国の政治状況を

理由にして援助配分を決定している積極派のグ

ループの代表である。他方，フィンランドのよ

うに，北欧会議などの名で行動する際に他(J)積

極的北欧諸国と歩調をあわせつつも，単独ては

開発途上国の内政に発言することにきわめで慎

重な態度をとる国もある。イタリア．フランス，

そして日本は，実際の運用において他の積極的

諸国と比べると，柔軟な対応をしている。

次にプログラムの内容を軸にみると，フラン

ス，アメリカが積極的であるといえる。 DACて

は政治援助を ODAとして認める決定をしてい

るが，本稿執筆段階においては各国の政治援助

予算についての比較可能な形での統計はまた利

用できない。人手可能な情報から判断すると，

フランスおよびアメリカが政治援助プログラム

に柑対的に高い比重を与えているアメリカ V)

事例については第 I節で述べたか，フランスは

アフリカ諸国の民主化に伴い，選挙を行なうた

めの費用，物資，人員の面で支援を行なってい

るのをはじめ．従来から開発途上田の国家基盤

の強化に積極的てある。こうした支援が民主化

支援といえるかどうか（特に非民主的な政治の

行なわれている国の政府の強化につなかる場合）

といった問題はあるが，フランスが開発途t国

の政治援助に深く関与している点ば否定できな

い。フランスは法治国家 (etatde droit)の建設

を特に目標として掲げている。

以上0)ような類型化の試みだけてiよ政治援

助のように新しくかつ変化のただなかにある事

象について，変化の流れを1カ汁捉えきれないき

らいがあるので，ここでは次の 2点を補足した

し)

゜
トイツは従来はコンティショナリティには積

極的なものの，民主化支援は政党財団に任せ，

政府としてはタッチしないという間接的関与し

か行なっていなかったが， 1993年から連邦政府

も直接支援プログラムを実施し始めたほ l）＼」イ

タリアは，従来閑発途上国の民主化については，

EU加盟国として各国と歩調を合わせてきたが，

実際には特別のプログラムもなく， ドイツと同

じように分類されえた。しかし最近はソマリア，

エチオピアや政治危機にある一部中米諸国への

緊急援助に乗り出しており事実上政治援助を開

始したものとして注目される。

DAC各国の民主化支援政策の分類から，；主

目すべき点として以下の 2つをここでは強調し

ておきたい。

各国の政策を規定する要因としてそれぞれが

加盟している地域機構が重要である 3 開発途上

国の民主化(})ために開発援助を利用することに

ついては， ョーロッパ諸国においてもフィンラ

ントをはじめもともと消極的だった国があるこ

それにもかかわらず，こうした諸国が少なくと

も政策声明においては精極的姿勢を示すのは，

近隣諸国と歩調をあわせる（未加盟国について

は将来の加盟をにらんで） との配慮によるとこ

ろか大きいと思われる，、その点では， DACを

含むOECD（閣僚理事会共同声明），先進国首脳

会議などの役割も重要てある。政府内の援助機

関か政治援助に消極的てあっても，首脳レベル

の決定によって政策面での対応が要求されると

いうプロセスかこれらの山ではみられる。

その一方で，各国の政策上の遺産が基本的に，

それそれの対開発途上山民主化支投への態度，

およひ具体的政策内容に反映されていることも
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見逃してはならないであろう C，フランスの政策

においては．植民地関係に由来するパターナリ

スティックな要素が重要であるし、アメリカの

場合には，民主主義が自国のアイテンティティ

と切っても切り離せないという事情を抜きにし

てはその独特な積極性を理解することはできな

し}

゜
他方，オーストラリア．フィンランド．日本

の比較的慎重な姿絡は，それぞれの現代史と切

り離しては理解できないものである。これら諸

国は何らかの形で他国による支配をうけ．そU)

影孵が対開発途上国関係においてこれまで41

してみられたのである。

(it 1 l トイツの開発協力政策一般につtごては，山澤

逸平・中田章編『H本・アメリカ・ヨーロ、Jパの開発協力

政策』アシア経済研究所 1992年を参照 トイツの政党財

団につしヽ ては， MichaelPinto-Duschinsky. "Foreign 

Political Aid : The German Political Foundations 

and Their US Counterparts." lnternation{I/ AJ;((！irs. 

vol. 67, no. 1, Jan. 1991. 

N DAC諸国のジレンマ（民t化，

開発，安全保障の相互関係）

DAC諸国の政策決定者は，政治援助を行な

う上でジレンマに値面している。すなわち，先

進諸国の対開発途上国政策は，民主化，開発，

安定という諸目標を含んでいるか，これらをど

のように整合的に遂行てきるかとし)う点であろ

こうした問題関心は， DACにおける政治援助

をめぐる議論において明確に現われていたっ

援助が先進，ih|L]の外交「段として，開発途 I

国社会に影響を及ぼすものであるとすれば，そ

の効果についてのなんらかの因果閃係の把押か

必要である。援助は被援助国の経済発展にどの

64 

ような影響を及ほすのかは， 1960年代から経済

学者の間で議論されているが（しかも今Ilに至

るまで明確な結論はでていない），新たに開発途

L国における政治，統治に与える援助の影轡に

ついても一定の考えをもつことが求められて

いなそれだけではなく，援助が政治的な目標

（外交卜の考慮については後述）をももつように

なった今日， 2つの目標の相互関係についても，

佃らかの理論を有することが必要となったので

ある。

特に開発途［国との全般的な閃係を扱う立場

にある先進諸国外交政策決定者にとっては，途

上国の安定，友好関係という外交政策上の目標

との調和をも考慮することが求められている a

安定（開発途 I'.．国の安全保障），経済開発，民主

化の間の相互関係についてなんらかの理論か要

求されるようになったのである。

1. 経済開発と民主制

経済開発と民主制の関係についてばすでに多

くの研究がなされている。特に， リプセットに

よる民主制の前提条件の研究は，その後の研究

の出発点になったといってよい(itl)。彼の主張

がはたして経済発展が民主制に糾びつくとり）

因束的関係のt張を意図したのか，それとも単

に両者の相関関係を述べただけなのか，現在で

も解釈が分かれている UI2)。その後，独立当初

は形式的には民主主義の装いをもっていた開発

途［国の多くか権威主義的政治に転換する中で，

リプセット説は勢いを失ったとの見方が有力と

なったりl:l）。それが1990年代になって，権威主

義体制から民主主義体制への移行か多くの間発

途上国でみられるなかで，最近ではリプセット

説および60年代の近代化品一般か再評価されつ

つある（；日）。ただし，経済発展の程度と民主制
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を直接因果的に結ひつける―昭い→解釈てはな

く，経済発展に伴うさまさまな人間としての発

展（識‘しや葬中・高等教育の普及度なと）を媒介に

しての「緩い 解釈において再評価されている

-Jj，逆に民主制が経済発展にとのような影

愕を及ほすのかという点についても疇近年にな

って新たな展間がみられるでリヘラルな宣場の

英米系の学者は，従来から民主主義（自由民」

t義）と経済発展の間に強い相関関係を認めて

きた Iii・:,I。しかしラテン・アメリカての間発独

裁への移行，およひ廿初より権威主義的てあっ

たアシア諸国の絲度経済成長を前にして，むし

ろ権威主義体制の方か経済成にをもだらす0)て

はな t)かとの考え方か強まったのが197(）年代以

降てあったりi6!。現在ては長期的には民上上

義てなけれは持続可能な経済発展は望めないと

の新たな認識か強まってきてし lる(;i7 ! 

2. 政策上の含意

このような新たな理論展開は，援助政策に対

してどのような含怠をもって tlるU)たろうか，

すでにかなりの程度の経済発展を成し遂けた山

につしヽては（外交・貿易 1亙）配砲か人グ~) --くると

の問組はあるか），政治援助と経済援助の間0)1'， 

盾としヽった11ll恕はおこりにくし＼しかし未たに

経済発展か化i[lU)課題となっている開発途 l仕I

については彎経済援助と政治援助の間に負u)相

関関係かおこりやすし ¥11iりそのため，政治発

展への援助を考えすに経済開発のみを目椋とす

るか，あるいは「堅い」 1)プセット況をとり構l

発途 l壮lてU)政治発展をも llf別にとりいれつつ

経済発展が白動的に民tt義をもたらすとり立

場をとらなし）かきり會政策決定者は以 t辺）よう

な政策選択 Iしa の問題に ll'-［面せさるをえなくなる

研究ノート

関係についてどのような立場をとるかによって、

政策か変わってくる＾すなわち． リプセット説

における経済発展と民主主義の相閲関係の面を

重視すれば，民主化のためにはまずその経済社

会的基盤を整備すべきであるということになろ

ぅこしたがって，開発に向けての資金を回して

まで人権保障，選挙なとを行なう必要はないと

し＼うことになるりい））r, 他方， リプセット説が最

貧国においても民主化のn［能性を排除したも 0)

ではなし)との立場にたては，さまさまな政治的

援助を実施するとともに，経済間発援助におい

てもヘイシック・ヒューマン・ニーズに重点を

おくべきことか程き出されるてあろう。この論

争は．実ぱすでに196(）年代にアメリカにおし只て

みられたものて，結局両者か柏存することにな

ったりてあった＇； r]（）＇。今日におしヽ ても， AID内

ては，政治援助り）担当者の間て：よ後者の立場か

公式にはとられているが會その他の援助関係者

の間ては経済発展を優先する考えをとる者が少

なくなし％

第 2に，政治的根拠による援助へのコンディ

シ 7ナリティ U)あり方にも影罰かありうる。す

なわち，最貧途l：国におし：て民主化に大きく逆

けする動きかみられた時に，援助円は援助を中

止ずへさなU)か，ある tヽ は経済発展か民七主義

J)条件てあるとり認識に且ついて援助を続行す

へきなりか， とし lう間遅てある r，ここて援助田

に間われる U)は，人道援助を開発途上国政府を

介さす住民に対して行なうことかてきるかとう

か，特に NG()を通した援助をすはやく実施て

きる体制か悴って＼ヽるか否かてあるヘ

多く U)国は．その場ての個別的な対応に終始

し一、しヽ るり）か現状と t¥ってよかろう 長期的に嶋

よす，長助0)内容の由iて 1；辿U)経済と政治の 民主 と経済発展の相1斐］関係を認める、点でd)
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合意はてきたものの，中・短期的にどりような

政策をとるかについては各国は模索中といって

よい。

3・ 安全保障と経済開発・民主制

先進諸国が開発途上国の安全保障を支援する

ことは，（l）開発途t国自身か支出すへき国防費

を開発に回せる，（2）安全保節は開発のための最

低限の環境である，という理由から開発途 I：国

の開発に貢献するとの七張がなされる たとえ

は，フランスは，アフリカ諸国との軍事協｝］ （防

衛協定，軍事基地．仏兵駐屯．軍市顧間U)派迅脅宙

巾研修生受け人れ．軍事物資援助なと国によって協

}] 0)内容か楳なる）を，開発と法治国家の実現

のための手段として位四づけ，正当化してし辺

またアメリカも，同様の観点をふまえつつ DAC

において，軍事債務の解泊を ODAとして叫録

するよう t張してきたQ

反対に，民主化が安全保障に貢献する場合と

して以ドの例が挙げられる。今日・民主国家同

上は戦争しない1 との命題か自由t義論者の間

て盛んに附えられて tヽ る，，すなわち，民主主義

を机界中に広めることによってlit界の安全保岡

を高めることになるとの見｝iがなされて tlるい

てあるいill1し こうした自由主義者U)理論展間に

おいては，開発・民tt義・安全保障J)_・:者(J)

間に緊密な因果関係か前提されているとみろこ

とができる

今R()）DAC諸国の対応をみると，閲発・民

主主義・安全保障それそれに配慮しつつも｀各

国の間でそのアプローチに興味ある逸いかみら

れなアメリカは二者())中では民l-:J:義に｀ ［J 

本は経済開発に，そしてフランスは安全保障に

それぞれfl1対的に翡い屯要度を与えているよう

に考えられる，、これは，開発・民 i:t義・女令
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保隣の相互連関に関する認識の違いによるので

あろうかつあるいは、各国それそれか有する手

段（、（）DA,軍事｝］，イテオロギー）の違いに由来

するのであろうかc9 今後は， DAC諸国の政治

援助の実態を事例研究を積み重ねることによっ

て明らかにすることが重要てあろう。

（注 1J Seymore l¥lartin Lipset, "Some Social 

馬 qu1sitesof Democracy: Economic Development 

and Political Legitimacy." American P庫 tical

'、9(’l('｝/(（ Krl.t，'1,｛'， V(）1 53, 11(-)．1. March l 959, 

(it 2) Gary Marks and Larry Diamond, "Sey-

more ¥fartin Lipset and the Study of Democracy,•· 

A m,’'） 1/•(I II Brli(／1’I(）1'(/I Scio1tisl, vol. Ti. M:1rch-Ju11E' 

199:』

（止：lJ Rober! ;¥_ Packenham. Libeml Amen肛I

(／11(I II;, Third World. • PohtuaI Dl 1'（＇1()PH1/ ｝I[ IdLi/S 

i11 ド！／＇（＇如 1.4ifl {/nrl.、•(!ci11/ :ゞri('1/｛（・ {Prineぐton.

Princeton Lniversity Preらs,1973). 

（註 4J 1991年こ「lj行された比較政治学のテキストに

ぉt口てウズアーダは， 6()年代におし □てあてはまらなか

った柑関関係か現在は非常によくあてはまるように思わ

れろ」と述へてし¥る HowardJ. Wiarda, "Concepts 

and ¥1odels in Comparative Politics: Political 

I)いでlopmentReconsidered" in Com/>,げ a/iv, Polit-

/（IIl i)VI I II ml / ｀ヽ．，（，•lohal lく('5(（／n h l)（沢＼位('ti1/ ＼. t;d 

Dunkwart A Rustow and Kenneth Paul Erickson 

(New York: Harper and Collins, 19911, p. 47 

（沖5） こJ)ような立場を村 1：泰応は「古典的な経泣

i'IIH l義」と呼び鱒 産業化 4心Li：義」 U) 「開発jオ：義-

と対比させている，村上泰亮一丁反古典の政治経済学，中

央公論社 1992年 1巻 241 -24:{ヘーシ，

(：F 6) たとえは` Samuel I'. Huntington and 

Jぃan ¥1. Nelsun. No k心y(‘lII/1(（．. f-,I）lilim[ Par/irl• 

JIIIII/11 111 [）（I'(I(Ih!}lg (，、（)l/}1/ri(＇s(Cambrldge, Mass 

l larvard 「niversity l'rPss. 1976)．オトンネルによる

官僚l：義的権威l：義モテル」はこうした立場の代表例

てある (;uiIIじrm,, りDonnell. Mod!'nllこ(IIII)11 (i}/（j 

liII I I (i( .J,•I[ !i.4 1/tlIIn i/（/rl(l }l .. ¥ III．・．ゞIIIII/（¥ l /1.、•(） M{II

. 1 } 11 / 1 /( I I ) i l )｛ I [I II ( しヽ． l ＞ （ ） I I t 1 C > （ ） f M i ) （l t r n l I、a t i o n '.ゞeri e s 

111>.'J (Bnkeley: International Stuclie~. lJniwr,ity 

of California. 1973). 
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（注 7) ，一 ：9:Jて述へてきた DACにおける一連J)参加

型開発・良い統治に関する作業の集約ともげえる方向11

をまとめたペーハーはその第 1項-こ]公開的・民主的

・責任的・統治システムと．人権の尊直，および持続的

経済社会発展を達成する能力の間に夕［活的関連かある一

と述べてしヽる,OECD, DAC Oric11tatiun, mi r,1/r/// I-

P{l1()I'y l)（’1'(l()pn1(11I IInd (；0/）／] （im(mi(l/1(t'I Pa rl氏

1993), p, 7 

(i+.8) I人廿り(―;NPか200()以ドの国ては民中化

は困難てあるとの指摘については， Huntington, The 

Thml HT{ll（ ） ● ' '  中村政則ュ経済発展と民主主義- 1': 

波内店 1993年、を参照

直 9) 1993年末のプルンティて(j)クーテターは，低

所得国での民主化かいかに困難かを白llU）ドにさらした

また一般的に，民 i：化（選挙の実施なと）は．莫大な資

金を必要とするとともに国民J)関9しを1附発からそらす

ことによって、経済社会1lil題の解決を 4什困難にしたた

けではないのかという批判的観察もなざれて＼る

（注10) 1':1ckenham. l,ihげ IllA)、11,'(＇{/i/11)／（l,．，, p 

109,この間の事情につし立ては，］Iiil峨 アメリカ辺対外

援助政策 その理念と政策形成 アンア舒済研究

.．．．．．．,...．i..，．．． a.．．．．』．.．,．．．9.......9.．．̀．．．，i.,.....．，......．．．.＇・・研究ノート

所 1980年窮 9f行に詳しい

直]]) こり間の理論展開u.）位置つけにつt'て．国際

政治学会 (InternationalStudies Association) U)Ei93 

年度会長就仔演況(Char恥 W. Kegley Jr. "The 

N的 idealist :VI()ment in International Studie豆

Realist :VIyths and the :¥'ew International Real-

iti応．，． fnte乃211tion11!Studi,ヽ幼Im•It•rly` ¥ ol. 37場］1（-'.3, 

Sept. 1993)を参！旦こり命題：こ関すろ文献11録も同n祠

文を参附されたい

（在フランス日本国大使館市門調査員）

〔付記〕 本稿は筆者の個人的立場て執筆された

ものであり，いかなろ形てあれ，惰者(j)現在勤務

する在フランス日本国大使館，外務省，およひ

1991~93年勤務した l)AC巾務局の見解を代表し

たもりてなt¥ことをここに明記する まに本柏

執菫にあたって肖重なこ意見をし＼たたし＼た 1)AC

関係者の方々に謝意を表したし、
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